
 

    「山川賞」受賞者が参画する九州大学の諸行事・イベント、社会活動等 

     に関する取り扱いについて 

 

 

                      平成 25 年 1 月 25 日 基金企画委員会決定 

 

１．「山川賞」受賞者に参画が義務づけられる九州大学の諸行事・イベント、社会活動等（以 

下「イベント等」という）については、参画したイベント等の内容及び活動状況等につ 

いてレポートにまとめ、年度末までに提出するものとする。 

 

 

２．１でまとめたレポート（１年間の活動状況を含む）をもとに、１０月に開催する九州

大学ホームカミングデーにおいてプレゼンテーションを実施する。 

 

 

３．九州大学の諸行事・イベント、社会活動等とは、以下のものをいう。 

九州大学ホームカミングデー＆アラムナイフェス 

    九大祭 

その他 九州大学が主催する諸行事、イベント、社会活動 

  

 

 


